
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

中国税務 

企業所得税所得控除優遇政策 

 

「所得控除」とは、税法に従って企業の特定の事業活動から得られる課税所得に

対して、一定の割合で課税所得の総額を減少することによって課税額を減少する

税収優遇措置です。以下は、法人所得税の所得控除の 5つの状況です。 

 

1． 資源総合利用 

 

中国の税法によると、企業が「資源総合利用企業所得税優遇目録」に規定さ

れた資源を主原料とし、国家に制限・禁止されない、且つ国家及び業界の関

連する標準を満たす製品を生産することにより得た所得は、その 90%を企業

の当年の所得総額に計上します。 

 

2． 金融機関が農民に少額融資サービスを提供する 

 

中国の税法によると、2017年 1月 1日から 2023年 12月 31日まで、金融機

関が農民への少額融資から得た利息収入は、課税所得を計算する際にその

90%を所得総額に計上します。 

 

3． 保険会社が植栽業、畜産業に保険サービスを提供する 

 

中国の税法によると、2017年 1月 1日から 2023年 12月 31日まで、保険会

社が植栽業、畜産業への保険サービスから得た保険料収入は、課税所得を

計算する際にその 90%を所得総額に計上します。 

 

4． 小口貸付会社が農民に少額融資サービスを提供する 

 

中国の税法によると、2017年 1 月 1 日から 2023年 12 月 31 日まで、省レベ

ルの金融管理部門（金融省、金融局など）に承認された小口貸付会社が農民

への少額融資から得た利息収入は、課税所得を計算する際にその 90%を所

得総額に計上します。 
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5． 法人投資家が鉄道債券を保有する 

 

鉄道債券とは、中国鉄道本社が主体に発行、返済する債券です（中国鉄道建設債券、中期手形、

短期融資券などの債務融資手段を含み）。法人投資家が 2019～2023 年に発行された鉄道債券を

保有することによって得た利息収入は、企業所得税を半減します。 

 

 

 

 

啓源グループは経験豊富な専門家チームを持って、中国会社の設立準備、設立登記及び各ライセンス、

免許の申請、設立後の維持、税務計画及び監査サービスを提供しています。詳細は当事務所の専門コ

ンサルタントにお気軽にお問い合わせください。 

 

 
 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

 

https://www.kaizencpa.com/jp/
mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

